
参加料徴収に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ２ 都道府県本部校・実行委員会が参加料を振込みで徴収する場合、 

口座はどのようにすればよいですか。 

Ａ．都道府県本部校が使用している検定料の口座は使用できません。 

必要に応じ、各都道府県の判断で新たな口座を開設してください。 

なお、全国大会参加校が都道府県本部校・実行委員会へ振り込む際の手数料は 

参加校負担とします。 
 

Ｑ３ 都道府県本部校・実行委員会から全商協会への振込方法と振込手数料は、 

どのようになりますか。 

Ａ．全国大会の要項をお送りする際に、郵便局の払込取扱票を同封します。 

  手数料は全商協会の負担になります。そちらを使用して振込みをしてください。 
 

 

Ｑ５ 全国大会に申込みをした生徒が欠席した場合、参加料は返金されますか。 

Ａ．参加料は如何なる理由があっても返金はしません。 
 

Ｑ６ 参加する生徒が追加になる場合、参加料は追加で支払うことになりますか。 

（生徒商業研究大会のみ） 

Ａ．全国大会に出場する場合には、参加料の支払いは必須になります。 

  大会当日もしくは後日、参加料を徴収します。 
 

Ｑ７ 参加料はどのような経費に使用されますか。 

Ａ．参加料は、大会運営に係る諸経費の一部に充当します。 

  （会場費・リース代・賞品代等） 
 

Ｑ８ 請求書・領収書が必要な場合にはどのようにすればよいですか。 

Ａ． 

【大会参加校→都道府県本部校・実行委員会】の場合 

都道府県本部校・実行委員会が発行する請求書および領収書については、 

全商協会でひな形を用意します。 

ひな形は、全国大会の要項をお送りする際に同封します。 

必要に応じて、参加校へ渡してください。 

【都道府県本部校・実行委員会→全商協会】の場合 

郵便局の払込取扱票の控え（振替払込請求書兼受領証）を領収書として使用 

してください。 

請求書が必要な場合は、全商協会へご連絡ください。 

Ｑ１ 参加料を商業教育振興助成金から支出してもよいですか。 

Ａ．助成金から参加料を支出することはできません。 

Ｑ４ 各参加校から直接全商協会へ参加料の振込をしてもよいですか。 

Ａ．参加料は、必ず都道府県で取りまとめて一括して振込みをしてください。 



 


